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(57)【要約】
【課題】電極板を案内部材に配設する場合において構成
の複雑化及びコストアップを防止するとともに、電極板
の劣化を防止する。
【解決手段】記録ヘッド５と対向して設けられる案内部
材１２には電極板２１が設けられている。電極板２１は
電位差発生手段２０を介してノズルプレート６に接続さ
れており、ノズルプレート６との間に電界を形成するこ
とにより、記録ヘッド５から吐出されたインクを引き寄
せる。電極板２１は案内部材１２と同様に用紙幅方向に
延びる横長形状を成し、側断面視においてＬ字形の形状
を成す折り曲げ部２１ａが長手方向に渡って形成されて
、案内部材１２において記録ヘッド５と対向する側の反
対側に密着固定されている。電極板２１は外部からアク
セスし易い側（記録ヘッド５と対向する側）とは反対側
に配置されている為、電極板２１を周囲から絶縁する為
の手段の複雑化及びコストアップを防止することが可能
となる。
【選択図】図１



(2) JP 2009-12279 A 2009.1.22

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体を吐出する液体吐出ノズルが形成されたノズルプレートを備える液体噴射ヘッドと
、
　前記液体噴射ヘッドと対向して配置され、被噴射媒体と前記液体吐出ノズルとの距離を
規定するとともに被噴射媒体を下流側へ案内する案内部材と、
　前記案内部材において前記液体噴射ヘッドと対向する側の反対側に配置された電極板と
、
　前記ノズルプレートと前記電極板との間に電位差を発生させる電位差発生手段と、
を備えたことを特徴とする液体噴射装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の液体噴射装置において、前記案内部材及び前記電極板は、被噴射媒体
の幅方向に延びる横長形状を成しており、
　前記電極板は、被噴射媒体の幅方向に延びる折り曲げ形状が形成されるとともに、前記
案内部材に密着固定されている、
ことを特徴とする液体噴射装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の液体噴射装置において、前記電極板が、複数形成された前記
液体吐出ノズルによる液体吐出範囲の全てをカバーする大きさに形成されている、
ことを特徴とする液体噴射装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液体噴射装置に関する。　
　ここで、液体噴射装置とは、インクジェット式記録ヘッドが用いられ、該記録ヘッドか
らインクを吐出して被記録媒体に記録を行うプリンタ、複写機およびファクシミリ等の記
録装置に限らず、インクに代えてその用途に対応する液体を前記インクジェット式記録ヘ
ッドに相当する液体噴射ヘッドから被記録媒体に相当する被噴射媒体に噴射して、前記液
体を前記被噴射媒体に付着させる装置を含む意味で用いる。
【０００２】
　液体噴射ヘッドとして、前記記録ヘッドの他に、液晶ディスプレー等のカラーフィルタ
ー製造に用いられる色材噴射ヘッド、有機ＥＬディスプレーや面発光ディスプレー（ＦＥ
Ｄ）等の電極形成に用いられる電極材（導電ペースト）噴射ヘッド、バイオチップ製造に
用いられる生体有機物噴射ヘッド、精密ピペットとしての試料噴射ヘッド等が挙げられる
。
【背景技術】
【０００３】
　以下、液体噴射装置の一例としての記録装置、更にその一例としてのインクジェットプ
リンタを例に説明する。インクジェットプリンタは、インクを吐出するインク吐出ノズル
が複数形成されたノズルプレートを備える記録ヘッドと、この記録ヘッドと対向して配置
され、用紙とインク吐出ノズルとの距離を規定するとともに用紙を下流側へ案内する案内
部材（プラテンとも呼ばれる場合がある）とを備えている。
【０００４】
　インクジェットプリンタにおいてより一層の画質向上を図る為には、吐出インクのより
一層の極小化を図ることが望ましい。しかしその反面、インクの極小化に伴って、インク
がミストとなって浮遊する問題が顕在化することとなる。そこで従来のインクジェットプ
リンタにおいては、例えば特許文献１、２に示されるように、ノズルプレートと対向する
位置に電極板を配置するとともに、ノズルプレートと電極板との間に電位差を発生させ、
インクミストを電極板の側に引き寄せる構成が用いられる場合があった。
【特許文献１】特開２００６－２２４３８４号公報
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【特許文献２】特開２００４－２０２８６７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　電極板は、ノズルプレートとの間に電界を形成する為に、案内部材への配設状態におい
ては周囲と電気的に絶縁させる必要がある。しかしながら従来のインクジェットプリンタ
においては、電極板は案内部材においてノズルプレートと対向する位置（ノズルプレート
と案内部材との間の空間）に配置されており、即ち外部からアクセスし易い位置に配置さ
れていたことから、絶縁手段が複雑になり易く、コストアップを招き易いという問題があ
った。また、電極板にインクが付着することによって電極板の劣化（腐蝕、錆等）を招く
虞もあった。
【０００６】
　そこで本発明はこの様な状況に鑑みなされたものであり、その課題は、電極板を案内部
材に配設する場合において構成の複雑化及びコストアップを防止するとともに、電極板の
劣化を防止することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明の第１の態様に係る液体噴射装置は、液体を吐出す
る液体吐出ノズルが形成されたノズルプレートを備える液体噴射ヘッドと、前記液体噴射
ヘッドと対向して配置され、被噴射媒体と前記液体吐出ノズルとの距離を規定するととも
に被噴射媒体を下流側へ案内する案内部材と、前記案内部材において前記液体噴射ヘッド
と対向する側の反対側に配置された電極板と、前記ノズルプレートと前記電極板との間に
電位差を発生させる電位差発生手段とを備えたことを特徴とする。
【０００８】
　本態様によれば、液体噴射装置は液体噴射ヘッドのノズルプレートとの間に電界を形成
する電極板を備えているので、液体噴射ヘッドから噴射された液体は電極板の側に引き寄
せられ、その殆どが被噴射媒体に適切に着弾して、ミストの発生が防止或いは軽減される
。
【０００９】
　そして電極板は、案内部材において液体噴射ヘッドと対向する側の反対側に配置される
、即ち外部からアクセスし難い位置に配置されるので、電極板を周囲から絶縁する為の手
段の複雑化及びコストアップを防止することができる。また、電極板に液体のミストが付
着する虞が少なく、電極板の腐蝕・錆等による性能劣化を防止できるとともに、電極板の
材料選択の自由度が向上する。更に、案内部材において液体噴射ヘッドと対向する側に液
体のミストが付着しても、これを容易に清掃除去することができ、メンテナンス性の向上
が図られる。
【００１０】
　本発明の第２の態様に係る液体噴射装置は、第１の態様において、前記案内部材及び前
記電極板は、被噴射媒体の幅方向に延びる横長形状を成しており、前記電極板は、被噴射
媒体の幅方向に延びる折り曲げ形状が形成されるとともに、前記案内部材に密着固定され
ていることを特徴とする。
【００１１】
　案内部材は被噴射媒体の幅方向に延びる横長形状を成していることから、被噴射媒体の
幅方向に渡って撓み易く、仮に撓んだ場合には、被噴射媒体とノズルプレートとの距離が
幅方向に渡って不均一となり、液体噴射品質が低下することになる。しかし本態様におい
ては、電極板には幅方向に延びる折り曲げ形状が形成されるとともに、前記案内部材に密
着固定されているので、電極板それ自体の長手方向強度が向上するとともに、被噴射案内
部材の長手方向強度が補強されて、案内部材の変形を防止することができる。
【００１２】
　本発明の第３の態様に係る液体噴射装置は、第１のまたは第２の態様において、前記電
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極板が、複数形成された前記液体吐出ノズルによる液体吐出範囲の全てをカバーする大き
さに形成されていることを特徴とする。　
　本態様によれば、前記電極板が、複数形成された前記液体吐出ノズルによる液体吐出範
囲の全てをカバーする大きさに形成されているので、吐出された液体のその殆どを確実に
引き寄せることができ、ミスト発生を確実に防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、図１乃至図５を参照しながら本発明に係る液体噴射装置の一実施形態を説明する
。図１は液体噴射装置の一例としての記録装置、更にその一例としてのインクジェットプ
リンタ（以下「プリンタ」と言う）１の用紙搬送経路の側断面概略図、図２は記録ヘッド
５のノズル配置を示す図、図３はメインフレーム２と案内部材１２の斜視図、図４は案内
部材１２を下方から見た斜視図、図５は案内部材１２の他の実施形態を示すプリンタの要
部側断面図である。
【００１４】
　プリンタ１は、液体噴射ヘッドの一例としてのインクジェット記録ヘッド（以下「記録
ヘッド」と言う）５と、この記録ヘッド５と対向して配置され、被噴射媒体の一例として
の記録用紙と記録ヘッド５との距離を規定するとともに記録用紙を下流側へ案内する案内
部材１２と、を備えている。
【００１５】
　記録ヘッド５はインク吐出ノズル１０（図２）が複数形成されたノズルプレート６を備
えている。このノズルプレート６には、図２に示す様にインク色毎（例えば、ブラック（
Ｋ），シアン（Ｃ），マゼンダ（Ｍ），イエロー（Ｙ））に、複数のインク吐出ノズル１
０が、副走査方向に沿ってそれぞれｎ個等間隔で配置されている（＃１は最も下流側のノ
ズル）。
【００１６】
　記録ヘッド５は主走査方向（図１の紙面表裏方向）に往復動可能なキャリッジ３の底部
に設けられ、キャリッジ３は主走査方向に延びるキャリッジガイド軸４にガイドされなが
ら、図示しない駆動手段により主走査方向に往復駆動される。尚、プリンタ１は本実施形
態ではキャリッジ３にインクカートリッジを搭載しないオフキャリッジタイプのプリンタ
であり、プリンタ１本体側に設けられた図示しないインクカートリッジから、図示しない
インク流路を経由して記録ヘッド５へとインクが供給される。
【００１７】
　記録ヘッド５の上流側には記録用紙を記録ヘッド５と対向する位置へ搬送（精密送り）
する搬送手段７が設けられている。搬送手段７は図示しない駆動モータによって回転駆動
される搬送駆動ローラ８と、この搬送駆動ローラ８に弾接して従動回転する搬送従動ロー
ラ９とを備えて構成され、両ローラにより記録用紙がニップされた状態で搬送駆動ローラ
８が回転することにより、記録用紙が下流側へ精密送りされる。
【００１８】
　記録ヘッド５と対向して設けられる案内部材１２は図３に示す様にプリンタ１の基体を
構成するメインフレーム２に設けられる。案内部材１２は用紙幅方向（主走査方向）に延
びる横長形状を成しており、記録ヘッド５と対向する側の上面１２ａには、用紙搬送方向
に延びるリブ１３ａ、１３ｂ、１３ｃが、上流側からこの順に所定の間隔を空けて形成さ
れている。またリブ１３ａ、１３ｂ、１３ｃは、図３に示すように用紙幅方向に渡って、
適宜の間隔を空けて複数形成される。
【００１９】
　このように配置された複数のリブにより、仮に記録用紙に高デューティ記録が実行され
ることによって記録用紙が膨潤しても、当該記録用紙には規則的な波打ち（コックリング
）が形成されて、記録用紙とノズルプレート６との距離が用紙幅方向に極端に不均一にな
る現象を防止している。
【００２０】
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　記録ヘッド５及び案内部材１２の下流側には記録用紙を排出する排出手段１６が設けら
れている。排出手段１６は図示しない駆動モータによって回転駆動される排出駆動ローラ
１７と、この排出駆動ローラ１７に弾接して従動回転する排出従動ローラ１８とを備えて
構成され、両ローラにより記録用紙がニップされた状態で排出駆動ローラ１７が回転する
ことにより、記録の行われた記録用紙が図示しないスタッカに向けて排出される。　
　以上がプリンタ１の大略構成であり、以下案内部材１２に配設される電極板２１につい
て説明する。
【００２１】
　本実施形態に係るプリンタ１は、用紙端部から外れた領域にインクを吐出することによ
り用紙端部に余白無く記録を行う所謂縁無し記録を実行可能なものではなく、用紙端部に
余白を形成することを前提とする。従って縁無し記録を実行可能なインクジェットプリン
タと比較して１枚印刷あたりのインクミストの発生量は少ないものの、以下の理由によっ
てインクミストの問題が発生する虞がある。
【００２２】
　即ち、インク吐出ノズル１０から吐出されたインクには、記録用紙に向かって飛行する
比較的大きな液滴のインクと、インク吐出ノズル１０から吐出される際に生じるサテライ
トインクと呼ばれる極めて小さい液滴のインクがある。
【００２３】
　このサテライトインクは、記録枚数が少ない場合にはそれ程大きな問題を招かないが、
本実施形態に係るプリンタ１はビジネス用途向けの高耐久インクジェットプリンタであり
、ライフタイムが長く、相当枚数の記録を実行するとサテライトインクが案内部材１２に
堆積して記録用紙を汚損したり、或いは駆動機構に付着して正常な動作を妨げる要因とな
る。
【００２４】
　このため、電極板２１とノズルプレート６との間に電界を形成し、インク吐出ノズル１
０から吐出されたインクを電極板２１の側に引き寄せることで、上記インクミストの問題
を防止するように構成されている。
【００２５】
　より詳しくは、電極板２１は導電性材料から成り、案内部材１２と同様に用紙幅方向に
延びる横長形状を成している（図４）。電極板２１には図１及び図４に示すように側断面
視においてＬ字形の形状を成す折り曲げ部２１ａが長手方向に渡って形成されており、案
内部材１２において記録ヘッド５と対向する側の反対側に密着固定されている。
【００２６】
　電極板２１は、本実施形態では案内部材１２において記録ヘッド５と対向する側の反対
側に密着固定されている為、インクミストが付着することは殆ど無いか、或いは付着して
も極めて微量であり、インクに対して耐性（錆びない、耐蝕性）を有するものでなくても
構わない。しかしながらインクに対する耐性を持つものであれば尚安全であり、例えばス
テンレス、ニッケル、金、或いはこれらの金属でメッキされた板材等を用いることもでき
る。
【００２７】
　電極板２１は電位差発生手段２０を介してノズルプレート６に接続されており、ノズル
プレート６との間に電位差（電界）を形成する。ここで電極板２１とノズルプレート６の
いずれをプラス電位としても良いが、本実施形態では電極板２１の側にプラスの電圧を印
加するとともに、ノズルプレート６を接地する。これにより、電極板２１からノズルプレ
ート６へ向かう電気力線が発生し、ノズルプレート６にマイナス電荷が誘起される。
【００２８】
　電極板２１とノズルプレート６との間には、例えば２５ｋｖ／ｍ以上の電界を形成する
。この電界により、記録ヘッド５から吐出されたインクが電極板２１に引き寄せられる。
即ち、記録ヘッド５から吐出されるインクはマイナス電荷を持っており、このため電極板
２１とノズルプレート６との間に発生している電界により、電極板２１の方向へのクーロ
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ン力を受ける。
【００２９】
　従って記録ヘッド５から吐出されたインクは、記録用紙に確実に到達し、或いは案内部
材１２の上面に付着するので、少なくともプリンタ１の駆動機構に付着して正常な動作を
妨げることを防止できる。尚、上記のように電極板２１とノズルプレート６との間に電界
を発生させるために、両者の間に位置する案内部材１２は絶縁体にて形成する必要があり
、このため本実施形態では案内部材１２をＡＢＳ樹脂により形成している。
【００３０】
　尚、電極板２１は、複数形成されたインク吐出ノズル１０によるインク吐出範囲の全て
をカバーする大きさに形成されている。図１において符号Ｗはノズルプレート６の副走査
方向（用紙送り方向）寸法を示しており、そして電極板２１の副走査方向寸法は寸法Ｗと
ほぼ同じか或いはそれより大きく、且つノズルプレート６と対向する領域をカバーする様
に配置されている。
【００３１】
　またキャリッジ３は主走査方向へ移動動作を行うので、インク吐出ノズル１０のインク
吐出範囲は主走査方向に渡って延びるが、電極板２１の長手方向寸法は、このインク吐出
範囲の全てをカバーする大きさに形成され、且つ同インク吐出範囲の全てをカバーするよ
うに配置される。従ってインク吐出ノズル１０の位置及びキャリッジ３の位置に拘わらず
、吐出されたインクのその殆どを確実に引き寄せることができる。尚、このような作用効
果を確実に得る為、電極板２１の性能発揮範囲には穴等が形成されておらず、また凹凸等
も無い平坦な面に形成されている。
【００３２】
　また電極板２１は、案内部材１２において記録ヘッド５と対向する側の反対側に密着固
定されている。即ち、外部からアクセスし易い側（記録ヘッド５と対向する側）とは反対
側に配置されていることから、電極板２１を周囲から絶縁する為の手段の複雑化及びコス
トアップを防止することが可能となっている。
【００３３】
　また、電極板２１にインクミストが付着する虞が少なく、電極板２１の腐蝕・錆等によ
る性能劣化を防止できるとともに、電極板２１の材料選択の自由度が向上する。更に、案
内部材１２の上面１２ａにインクミストが付着しても、ユーザが容易にこれを清掃・除去
することができ、メンテナンス性の向上が図られている。
【００３４】
　また、案内部材１２は用紙幅方向に延びる横長形状を成していることから、用紙幅方向
に渡って撓み易く、仮に撓んだ場合には、記録用紙とノズルプレート６との距離が幅方向
に渡って不均一となり、記録品質が低下することになる。しかしながら電極板２１には幅
方向に延びる折り曲げ部２１ａが形成されるとともに、案内部材１２に密着固定されてい
るので、電極板２１それ自体の長手方向強度が向上するとともに、案内部材１２の長手方
向強度が補強されて、案内部材１２の変形を防止することが可能となっている。
【００３５】
　尚、以上説明した実施形態では、本発明を縁無し記録を行わない装置構成に適用した場
合について説明したが、縁無し記録を行う装置構成に適用可能なことは言うまでも無い。
図５は縁無し記録可能な装置構成に本発明を適用する実施形態を示すものであり、符号２
５は案内部材、符号２６ａ、２６ｂは案内部材２５に形成された凹部、符号２７は凹部２
６ａ、２６ｂに配設されるインク吸収材を示している。尚、図５において先に説明した構
成要素と同一の構成要素については同一符号を付してあり、以下ではその説明は省略する
。
【００３６】
　用紙先端への縁無し記録は、記録用紙の先端が例えば下流側の凹部２６ｂに到達した際
に、この凹部２６ｂの範囲（図５の符号Ｗ２で示す範囲）の一部のインク吐出ノズルのみ
を用い、用紙先端から外れた領域にもインクを吐出し、凹部２６ｂにインクを打ち捨てる
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ことにより行われる。尚、打ち捨てられたインクは、インク吸収材２７によって吸収され
る。
【００３７】
　同様に用紙後端への縁無し記録は、記録用紙の後端が例えば上流側の凹部２６ａに到達
した際に、この凹部２６ａの範囲（図５の符号Ｗ１で示す範囲）の一部のインク吐出ノズ
ルのみを用い、用紙後端から外れた領域にもインクを吐出し、凹部２６ａにインクを打ち
捨てることにより行われる。上記同様、打ち捨てられたインクは、インク吸収材２７によ
って吸収される。以上により用紙先端及び後端への縁無し記録が行われる。
【００３８】
　尚、案内部材２５には、副走査方向寸法が図５に示す凹部２６ａ、２６ｂより長い凹部
（図示せず）が記録用紙の両サイドに位置する場所に形成されており、記録用紙の左右端
に縁無し記録を行う場合には前記凹部を用いてインクを打ち捨てる。
【００３９】
　図５に示す電極板２８は、上記の様に縁無し記録を実行可能に構成された案内部材２８
において、記録ヘッド５と対向する側の反対側に配置されており、これにより図１乃至図
４を参照しながら説明した実施形態と同様な作用効果を得ることができる。
【００４０】
　尚、電極板２１を案内部材１２の上部（記録ヘッド５と対向する側）に配置せざるを得
ない場合には、電極板２１の上部にインク吸収材を配設せず、電極板２１の上面を滑らか
な平坦面とすることで、非通電状態において電極板２１のクリーニングを容易に行うこと
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明に係るプリンタの側断面概略図。
【図２】本発明に係るプリンタの記録ヘッドのノズル配置を示す図。
【図３】メインフレームと案内部材の斜視図。
【図４】案内部材を下方から見た斜視図。
【図５】案内部材の他の実施形態を示すプリンタの要部側断面図。
【符号の説明】
【００４２】
１　インクジェットプリンタ、２　メインフレーム、３　キャリッジ、４　キャリッジガ
イド軸、５　記録ヘッド、６　ノズルプレート、７　搬送手段、８　搬送駆動ローラ、９
　搬送従動ローラ、１０　インク吐出ノズル、１２　案内部材、１３ａ、１３ｂ、１３ｃ
　リブ、１６　排出手段、１７　排出駆動ローラ、１８　排出従動ローラ、２０　電位差
発生手段、２１　電極板、２６　凹部、２７　インク吸収材
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